
阿賀野市規則第２３号 

   阿賀野市農業委員会委員等の報酬の支給に関する規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、阿賀野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例（平成１６年阿賀野市条例第４２号。以下「条例」という。）

に定めるもののほか、農地利用最適化交付金の申請を行う場合に、阿賀野市農

業委員会の会長、会長職務代理、部会長及び委員並びに農地利用最適化推進員

（以下「委員等」という。）の報酬の額及び支給方法等に関し、必要な事項を

定めるものとする。 

（報酬の額） 

第２条 条例別表４の項に規定する委員等の報酬の各月額以内で市長が定める

額は、能率給報酬額を１４，０００円以内とし、基本給報酬額は次の各号に定

める額とする。 

(１) 会長については、基本給報酬額月額６１，４００円とする。 

(２) 会長職務代理については、基本給報酬額月額２９，１００円とする。 

(３) 部会長については、基本給報酬額月額２７，２００円とする。 

(４) 委員については、基本給報酬額月額２５，７００円とする。 

(５) 農地利用最適化推進員については、基本給報酬額月額１６，０００円と

する。 

（能率給報酬額の基準） 

第３条 能率給報酬額の基準は条例別表２８の項で定める額を基準とし、次の

各号に定める活動を月４日以上行うことにより確定するものとする。 

(１) 担い手への農地集積・集約化の推進活動 

(２) 遊休農地の発生防止・解消活動 

(３) 農地中間管理機構との連携活動 

(４) 新規参入の促進活動 

(５) 上記活動に必要な会議､その他農地利用の最適化に必要な活動 

（能率給報酬額の基準の確認） 

第４条 毎月委員等から提出される活動報告において、農業委員会事務局が基

準の確認を行うものとする。 

（その他） 

第５条 この規則に定めるもののほか、委員等の報酬の支給等に関する必要な

事項は別に定める。 

附 則 



この規則は、公布の日から施行する。 


